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性質別経費に対する経常一般財源等の充当状況 

 

１ 基礎資料 

この資料は平成 27 年度地方財政状況調査（以下「決算統計」という。）数値を基礎として

作成した。 

 

２ 表の見方 

(1)  「経常一般財源決算額」とは、市町村税（法定外普通税、都市計画税等を除く）、地方

譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税

交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税（特別交付税を除く）、交

通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金並びに経常的に収入

される使用料、手数料、財産収入及び諸収入のうち使途の特定されないもの等の決算合

計額をいう。（決算統計調査表 05表 31行 05列の数値） 

    本表においては、上記の数値に地方債の減収補てん債特例分（同 05 表 29 行 01 列）

及び臨時財政対策債（同 05 表 30 行 01 列）の数値を加えた数値を「経常一般財源等決

算額」として計上している。 

(2)  「同左人口１人当たり額」欄の数値は、当該団体の平成 28 年 1 月 1 日現在住民基本

台帳人口を基礎として計算した。 

(3)  ｢経常一般財源等比率｣は、以下の算式により計算した。減収補てん債特例分及び臨

時財政対策債を加味して算出した指標であるので留意されたいこと。 

             

                                経常一般財源決算額 

  経常一般財源等比率＝                                     ×100 

                      標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額含む） 

 

(4)  「経常一般財源等充当額の構成比」とは、毎年度義務的又は経常的に支出される「人

件費」、「物件費」、「維持補修費」、「扶助費」、「補助費等」、「公債費」、「投資及び出資

金・貸付金」及び「繰出金」に対して「経常一般財源等」をどのように充当しているか百分率

を以って示したものであり、これらの合計が「経常収支比率」である。 

   （平成 13 年度決算統計から経常収支比率の計算方法が変更され、分母（経常一般財源

決算額）に減収補てん債特例分及び臨時財政対策債を加えた数値を以って計算する

こととなった。） 

      なお、「普通建設事業費」、「災害復旧事業費」及び「失業対策事業費」に充当した一般

財源についても、これを「経常一般財源等」で除して百分率で表示してある。 

(5)  「自由財源」とは、「経常一般財源等決算額」から「経常経費に充当した一般財源の総

額」（決算統計調表 14表 23行 5列）を控除した額である。 

(6)  「参考」欄の経常収支比率は経常一般財源等の額（分母）から減収補塡債特例分及

び臨時財政対策債を控除して算出したものである。 








